
 
 
 

第４７回指定都市市長会議等の開催結果について 

 

指定都市市長会（会長：林 文子 横浜市長）は、本日、東京都内

において「第４７回指定都市市長会議」を開催し、次の要請等を採

択しました。また、「第３２回総務大臣と指定都市市長との懇談会」

を開催し、石田 真敏 総務大臣に対して要請を行いました。 

  
 

≪採択した要請等≫ 
 
（１）会計年度任用職員制度に関する指定都市市長会要請 
（２）人口減少社会における地方自治体の職員体制に関する指定都市市長会要請 
（３）消防防災ヘリコプターの運航体制に関する指定都市市長会要請 
（４）地方拠点強化税制の見直しに関する指定都市市長会提言 
（５）圏域行政のさらなる充実に関する指定都市市長会提言 
（６）外国人材の受入れ・共生社会実現に向けた指定都市市長会提言 
 
 

≪総務大臣への要請≫ 
 
（１）多様な大都市制度の早期実現 

（２）大都市税源の拡充強化及び地方交付税の必要額の確保 

（３）Society5.0 の実現に向けた取組の推進 

（４）地方公務員の定年延長 

（５）選挙制度について 

 

 ※ 詳細は、別添資料を御覧ください。 
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会計年度任用職員制度に関する指定都市市長会要請 

 

地方自治体における行政需要の多様化等に対応するため、地方公務員の臨

時・非常勤職員は、現在、様々な分野で活用されており、地方行政の重要な担

い手となっている。しかし、現行の臨時・非常勤職員に関する任用・勤務条件

等に関する取扱いが不明確なため、各地方自治体によってその取扱いは異なっ

ていた。 

 今般、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化等を目的に地方公

務員法及び地方自治法が改正され、新たに会計年度任用職員制度が創設される

こととなった。ついては、地方自治体の行政サービスや財政運営に大きな影響

を及ぼすことがないよう、スムーズな制度移行が重要であるため、指定都市市

長会として、下記のとおり要請する。 

 

記 

 

１ 制度創設に伴い新たに支給する期末手当等の人件費やシステム関係経費等

の所要額全額について、国において適切かつ確実な財政措置等を行うととも

に、その内容について、早期の情報提供を行うこと。また、国庫補助負担金

及び委託金の取扱いについても同様に、確実な財源措置を行うこと。 

 

２ 制度移行後も地方自治体において安定的かつ継続的な運用が可能となるよ

う、地域の実情等に十分配慮すること。また、今後、更なる制度変更の必要

が生じた場合は、十分なスケジュールのもとで地方自治体の意見を聞く機会

を設けること。 

 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



人口減少社会における地方自治体の職員体制に関する指定都市市長会要請 

 

 地方自治体においては、これまでも「地方公共団体における行財政改革の推進の

ための新たな指針」（平成１７年３月２９日付け総務事務次官通知）で示された集

中改革プランへの対応のほか、独自に事務の効率化と職員体制のスリム化に取り組

んでおり、総職員数は、平成６年（１９９４年）をピークとして平成３０年（２０

１８年）には約５５万人の削減（対平成６年比）となっている。 

 

 こうした中、財務省の財政制度等審議会分科会において、地方自治体の一般行政

部門の職員数は、今後の人口減少ペースに合わせると、２０２５年にはさらに約３

万人減らすことが可能との試算が示された。 

 

 人口減少や少子高齢化など、地方行政を取り巻く課題や社会情勢の変化に対応す

るためには、限られた経営資源の中で、ＡＩやＲＰＡなど新たな技術も活用しなが

ら行政の効率化を進め、業務の実施体制や実施方法を再構築し、生産性の向上を図

る必要がある。 

 

 一方で、深刻化する子どもの貧困や児童虐待、待機児童対策への対応、高齢者支

援のための地域包括ケアシステムの推進、防災対策や災害発生時の広域的な応援体

制の確保など、住民に身近な基礎自治体として求められる住民サービスは、近年、

複雑化・高度化しており、質・量ともに充実した対応が求められている。加えて、

幼児教育・保育の無償化への対応など国の施策により実施体制を再構築しなければ

ならないものもあり、その結果、平成２７年以降、地方自治体の一般行政部門の職

員数は４年連続で増加し、指定都市においても、平成２９年以降２年連続で増加に

転じている。 

 

 指定都市は、住民に身近な基礎自治体であると同時に、人口・産業が集積する大

都市として地域の核となる役割を求められており、近隣市町村を含めた圏域全体の

活性化に積極的に取り組んでいる。また、指定都市が持つポテンシャルを最大限発

揮できるよう、事務・権限の移譲など更なる地方分権の推進にも、引き続き取り組

んでいるところである。 

 

 こうしたことを総合的に勘案して適正な職員体制を整備する必要があり、地方財

政計画の策定等にあたっても、地方自治体の実情を十分に踏まえ、適切な職員数を

計上し地方の安定的な財政運営に必要な財源を確保するよう強く要請する。 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



消防防災ヘリコプターの運航体制に関する指定都市市長会要請 

 

 消防防災ヘリコプターは、高速性、機動性及び汎用性を有し、土砂災害、水害、

震災等の大規模災害時には、人命救助活動をはじめ、情報収集活動、空中消火活

動等、多岐にわたる重要な役割を担っている。 

近年、多数の尊い命を失う墜落事故が相次いで発生したことを受けて、総務省

消防庁において、平成３０年３月に「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実

強化に関する検討会報告書」がまとめられ、ヘリコプター操縦士の養成・確保や

安全管理体制の強化などについて、指定都市消防長など全国の消防関係者に周

知された。 

一方、ヘリコプター操縦士は全国的に不足状況にあり、指定都市でも人材確保

に苦慮している。 

ついては、広域的な消防活動も担う指定都市の消防防災ヘリコプターが安定

した安全運航体制を確立できるよう、指定都市市長会として、次のとおり要請す

る。 

 

１ 常時２人操縦体制を安定的に確保するため、操縦士の自主養成が可能とな

るよう、国において教育機関や訓練施設等の新設・拡充、及び関係省庁や民間

機関との連携を図るとともに、操縦士の免許取得費用について更なる財政措

置を行うこと。 

 

２ 常時２人操縦体制の導入に際しては、操縦士不足の影響などにより安定運

航の妨げも懸念されることから、各指定都市の実情にあわせ経過措置を設け

るなど柔軟な対応を行うこと。 

 

３ 安全運航には、高度かつ特殊な技能が必要となるため、フライトシミュレー

ターが活用できるよう、国の教育機関などへの配備を進めるとともに民間等

の活用について財政措置を行うこと。また、質の高い操縦士を養成・確保でき

るよう標準的な訓練プログラムを策定すること。 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



 

地方拠点強化税制の見直しに関する指定都市市長会提言 

 

人口減少・少子高齢化が急速に進展する中、指定都市を中心に東京圏への転

出超過は高い水準にある。国において、東京一極集中の是正を目的とした地方

拠点強化税制や地方創生関連交付金等の施策が推進されているが、特に東京 23

区の人口はいまだ転入超過であるなど、東京一極集中は継続している。 

平成 27年８月に創設された地方拠点強化税制については、平成 30年度税制

改正により、対象地域の見直しや支援措置の充実等さらなる制度の拡充が実施

され、地方における安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流

れを生み出すことが期待されている。しかし、同制度の支援措置の認定を受け

た事業の実績は、目標値を大きく下回っており、指定都市においても未だ活用

実績が少なく、制度は十分に活用されていない。 

上記の現状を踏まえ、 指定都市が地方創生と経済再生を牽引する役割を果た

し、東京一極集中の是正及び人口減少に歯止めをかけるため、地方拠点強化税

制の見直しについて下記のとおり提言する。 

 

記 

 

１ 地方拠点強化税制の適用期限を延長すること。 

 

２ 指定都市をはじめとした地方自治体、経済団体や企業の意見を十分に聴

きながら、さらなる支援措置の拡充や適用要件の緩和など、企業が活用し

やすい制度にすること。 

 

３ 制度の支援対象地域については、移転型及び拡充型のいずれも、三大都

市圏を優遇措置の対象とすること。そのうえで、過疎地域に準ずる地域な

ど、特に配慮が必要な地域に対し、更なる優遇措置を講ずること。 

 

４ 地方拠点強化税制の見直しに加え、地方への企業移転を加速させるため

の総合的かつ抜本的な対策を検討すること。 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



圏域行政のさらなる充実に関する指定都市市長会提言 

 

人口減少・少子高齢社会において、住民が安心して快適な暮らしを営んでいくため

には、人口や経済の東京一極集中を是正しつつ、地域経済を活性化し持続可能なもの

とする必要がある。そのため、相当の規模と中核性を備える圏域の中枢都市において

は、基礎自治体の自主性や自立性を十分に尊重しつつ、近隣の市町村と連携し、経済

成長の牽引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上を図ってい

く必要がある。 

指定都市は圏域における中枢都市として、日本を牽引するエンジンとなり、日本経

済の再生と地方創生及び一億総活躍社会の実現に向けて先駆的かつ先導的役割を果

たすため、近隣の市町村とより一層有機的な連携を行っていく考えである。 

その取り組みを推進するにあたっては、国による財政面等の支援の充実や、各自治

体が数値的根拠をもって圏域における戦略・施策を立案できるよう、市町村域を超え

て生じている「人流」等の社会・経済活動に関するデータ基盤の整備が必要である。 

また、連携中枢都市圏構想においては、圏域による行政を安定的に推進できるよう、

手続きを明確化・安定化することに加え、現在、当該構想の対象外となっている三大

都市圏の指定都市においても、近隣市町村との水平的・相互補完的、双務的な連携を

より促進させる必要がある。 

ついては、圏域行政のさらなる充実に向けて、下記について提言する。 

 

記 

 

１ 連携中枢都市圏構想等に基づいて広域連携の取組を進めている中枢都市及び

近隣の市町村に対する財政面等の支援を強化すること。 

 

２ 各自治体が数値的根拠をもって圏域における戦略・施策を立案できるよう、国

において広域的な社会・経済活動に関するデータ基盤を整備すること。 

 

３ 現在要綱に基づいて運用されている連携中枢都市圏制度の法定化を行うこと。

法定化にあたっては、地方自治体への意見聴取を行うなど、地方自治体の自主性

や自立性を十分に尊重すること。 

 

４ 指定都市を核とした近隣市町村との連携促進に向け、三大都市圏においても中

長期的な課題を見据え、継続的に取り組むために、財政面等の支援を含めた新た

な制度を創設すること。 

 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



外国人材の受入れ・共生社会実現に向けた 

指定都市市長会提言 

 

昨年１２月、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

が成立し、本年４月から施行され、新たな在留資格「特定技能」が創設されるととも

に、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が設置された。併せて、１２６項目か

らなる「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、本年６

月１８日には取組の更なる充実策が関係閣僚会議において了承された。 

 

我が国の在留外国人数、外国人労働者数は、現在いずれも過去最高であり、定住化

や多国籍化も進展している。これまで、多くの地方自治体では、国の十分な関与がな

い中、外国人はまちづくりの重要なパートナーとしての認識の下、長年にわたり試行

錯誤しながら共生社会の実現に向けた施策を実施してきた。 

 

今回、国が高度又は専門職以外での外国人の就労を可能とし、受入れ後の環境整備

について本格的に取り組む姿勢を示したことは、我が国の出入国管理政策の大きな転

機である。人口減少・少子高齢化や労働力不足が深刻化する中、指定都市においても、

持続可能な成長を実現していく上で、本年４月に施行された改正入管法に対する期

待・関心は大変高い。 

 

今後更なる増加が見込まれる外国人に対して、必要な行政サービスを提供し、日本

人との共生を着実に進めていく必要がある。しかしながら、外国人を生活者として受

け入れるために必要な制度等はいまだ具体化された施策になっておらず、施策の実施

を担保する基本となる法律も存在していない。また、国・地方自治体・事業者等の役

割分担が明確化されておらず、総合的対応策の実効性が危惧される。新たに受け入れ

る外国人材は、地域経済の担い手であるとともに、地域でともに暮らす生活者であり、

外国人との共生は特定地域だけではなく、将来にわたる国全体の課題である。 

 

指定都市市長会においても、昨年７月「地域における外国人材の更なる活躍に向け

た取組の推進に関する指定都市市長会提言」をまとめ、内閣府に提出したところであ

るが、今回「外国人材の受入・共生社会実現プロジェクト」を設置し、指定都市の現

状や検討課題、施策等の調査・研究を実施し、議論を重ねてきた。 

 

そこで、指定都市における外国人材の受入れ・共生社会の実現に向け、国・地方自

治体・事業者等の役割分担により、地域社会での共生を着実に進めるため、以下のと

おり提言する。  



１ 共生社会の実現を目指した社会統合政策の推進に必要な体制整備 

（１） 受入れ後の共生社会実現に向けた政策・施策の根拠となる法制度の構築 

  ○ 日本語習得や子供の教育、日常生活及び災害発生時の支援、労働環境の整備、

社会保障制度等、外国人材の受入れ・共生に関する総合的な制度設計を行うこ

と。 

  ○ 共生の概念をはじめ、国・地方自治体・事業者等の役割分担、政策までを包

括した、施策実施の根拠となる基本的法律を整備すること。 

  ○ 制度設計や法制度構築に当たっては、共生の現場となる地方自治体の意見を

十分に聴取し、現状・課題を確認すること。 

 

（２）省庁横断的な司令塔機能を持つ組織の設置 

  ○ 「外国人の出入国及び在留の管理に加え、外国人の受入れ環境整備に関する

総合調整の機能」を担う組織として設置された「出入国在留管理庁」の機能と

体制の強化充実を図ること。 

  ○ 共生社会の実現に向けては、政府全体の見地から管理することがふさわしい

行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする内閣府に、省庁横断的な司令塔

機能を持つ組織を設置することについても検討すること。 

 

２ 共生の現場となる地方自治体への支援体制の強化 

（１）地方自治体が担う共生社会実現に向けた施策に要する財政支援 

  ○ 受入れ後の共生の現場となる地方自治体において、これまで取り組んできた

施策や、今後、必要となる施策を継続的に実施するため、地方創生推進交付金

の交付期間の継続や外国人受入環境整備交付金の上限額の引上げ、新たな交付

金制度の創設などにより、恒常的かつ十分な財政措置を講ずること。 

  ○ 恒常的な財政措置は、交付要件の緩和など、地方自治体が地域の実情に応じ

て活用でき、かつ簡素な手続きによるものとすること。 

 

（２）地域の実情に合わせた地方自治体への支援 

  ○ 国内には既に多数の外国人が居住しているが、国籍や在留資格などの割合・

特徴も地域により大きく異なることから、国の機関からの専門家派遣等、地方

自治体の実情に合わせた支援体制の強化策を講ずること。 

    ○ 地域社会での外国人との共生を推進していくために必要となる、知識や経験

が豊富な日本語教師やバイリンガル相談員等が不足していることから、共生施

策の実施に必要な専門性の高い人材の育成や確保を、国主導により確実に進め

ること。 

 

令和元年７月３０日 

指 定 都 市 市 長 会 



 

 

 

 

総務大臣への要請 

 

我が国は、人口減少・少子高齢化の急速な進展に直面す

る中、第４次産業革命の到来や世界的なデジタル化の流れ

を受け、経済社会の有り様が大きく変化していく新たな時

代を迎えている。 

 

この新たな時代にあって、国と地方が一体となり、引き

続き、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現と地方行財

政の安定的な運営の推進に向け取組を着実に進めるとと

もに、地方が創意工夫し、自らの魅力を発揮していくこと

が重要である。 

 

指定都市は、住民に身近な基礎自治体であるとともに、

人口・産業が集積する大都市としての総合力を活かし、国

の施策と連携した様々な取組を強力に進めている。こうし

た取組をより一層推進していくためには、地方税財源の拡

充強化と地方分権改革を同時に進めていくことが不可欠

である。 

 

圏域の中枢である指定都市が、その能力を十分に発揮す

ることで、新たな時代の牽引役として、Society5.0 の実現、

ひいては、人口減少・少子高齢化の克服に寄与できるよう、

総務省においては、以下の指定都市市長会の提案を真摯に

受け止め、必要となる法整備等に積極的に取り組まれるよ

う強く要請する。 

 

令和元年７月３０日 

指定都市市長会 



 

 

 

 

１ 多様な大都市制度の早期実現 

指定都市は、その規模や歴史・文化をはじめ、国や広域自治体

との関係性、地域で果たす役割など、それぞれが異なる特性を持

っており、各都市においても、その地域にふさわしい大都市制度

の実現を目指した取組が行われている。 

こうした中、人口減少や少子高齢化、社会資本の老朽化などの

指定都市が直面する問題や、圏域全体の活性化・発展の牽引役と

して指定都市が求められる役割に十分に対応できる制度の確立が

必要である。 

また、道州制を議論するうえでも、基礎自治体の権能の充実と

新たな大都市制度の位置付けを明確にすることが不可欠であるこ

とから、以下の点を要請する。 

○ 基礎自治体優先の原則の下、住民がより良い行政サービスを

受けられるよう、道州制も視野に入れつつ、道府県から指定都

市への事務・権限と税財源の移譲を積極的に進め、「特別自治市」

制度の法制化など、地域の特性に応じた多様な大都市制度の早

期実現を図ること。 

 



 

 

２ 大都市税源の拡充強化及び地方交付税の必要額の確保 

 

⑴ 大都市税源の拡充強化 

ア 大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・

流通課税及び法人所得課税の配分割合を拡充すること。 

イ 道府県から指定都市に移譲されている事務・権限等について、

所要額が税制上措置されるよう、個人・法人道府県民税及び地方

消費税の複数税目からの税源移譲により大都市特例税制を創設

すること。 

なお、真の分権型社会を実現していく中で、新たに道府県から

指定都市へ移譲される事務・権限に必要な財源についても、指定

都市への税制上の措置を講ずること。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      
注 道府県費教職員の給与負担に係る経費を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年度） 
法人所得課税の配分割合（実効税率） 消費・流通課税の配分割合 

注 1 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

注 2 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

注 1 実効税率は、法人事業税及び特別法人事業税が損金算入 
されることを調整した後の税率である。 

注 2 資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。 

 

（令和元年 10月 1日時点） 

都市税源の配分割合が 

極めて低い！ 

左の経費に対する税制上の措置 

 
 

約３，８００億円 
 

地方自治法に基づくもの 
個別法に基づくもの 

約２，３００億円 

 

大都市特例事務に係る経費 

（特例経費一般財源等所要額） 

約１，５００億円 

税制上の措置済額 

大都市特例事務に係る税制上の措置不足額（令和元年度予算に基づく概算） 

税制上の措置不足額 

国税 

91.5％ 

市町村税 

4.5% 道府県税 

4.0% 

市町村税 

3.2% 

国税 

75..4% 

 

道府県税 

21.4% 

これに加え、道府県から指定都市への新たな事務移譲・権限移譲に伴う所要額に
ついても、税制上の措置が必要！！ 



 

 

平成15年度決定額 平成30年度決定額 削減額 削減率

１８兆　　６９３億円 １６兆１，１８１億円 △１兆９，５１２億円 △１０．８％

８兆　　９０８億円 ７兆７，９２４億円

（６．４万円） （６．１万円）

９，４３３億円 ７，０１２億円

（３．６万円） （２．６万円）

△２，９８４億円 △３．７％

■全国総額
臨時財政対策債(19.8％)

　３兆　９，８６５億円

地方交付税  　  (80.2％)

１６兆　１，１８１億円

■指定都市総額
臨時財政対策債（46.7％)

　　　６，１３２億円

地方交付税   　  (53.3％)

　　　７，０１２億円

臨時財政対策債の配分状況

（平成30年度決定額）

全国総額

指定都市総額 △２，４２１億円 △２５．７％

市町村分

⑵ 地方交付税の必要額の確保 

ア 地方交付税は国から恩恵的に与えられているものではなく、地

方固有の財源であり、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な

削減は決して行わないこと。 

イ 社会保障と税の一体改革や人づくり革命等に伴う新たな地方

負担を含めて地方の財政需要と地方税等の収入を的確に見込む

ことで、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供

に必要な額を確保すること。 

ウ 地方交付税は、大都市特有の財政需要を的確に反映させた客観

的・合理的な基準によって算定・配分するとともに、具体的な算

定方法を早期に明示し、各地方自治体における予算編成に支障が

生じないよう地方交付税額の予見可能性の確保に努めること。 

エ 地方の保有する基金は、災害対策など特定の目的のために、各

自治体が地域の実情を踏まえて、各々の責任と判断で積立てを行

っているものであり、基金の増加や現在高を理由とした地方財源

の削減は決して行わないこと。 

オ 臨時財政対策債は、指定都市への配分が多くなる算定方法とな

っているため、指定都市の市債残高に占める臨時財政対策債残高

の割合は拡大しており、市債発行額抑制や市債残高削減の取組の

支障となっている。地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率

の引上げによって対応し、臨時財政対策債は速やかに廃止するこ

と。 
 

○地方交付税の削減状況 ※（）は人口一人当たりの金額 
 

 

 

 

 

 

 

 
注 1 指定都市総額には、平成 16年度以降に指定都市となった相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・岡山市・熊本市も含む。 

中  2  地方交付税（全国総額・指定都市総額）のうち、平成 30年度決定額には震災復興に係る特別交付税を含まない。 

○一般会計の市債残高に占める臨時財政対策債残高の割合（指定都市総額） 

 
 

臨時財政対策債は、 

市債発行額抑制や市債残高削減の支

障となっている 



 

 

 

 

３ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた取組の推進 

我が国は、人口減少や少子高齢化の急速な進展という大きな課題

に直面するとともに、ＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴ、ロボットとい
ったイノベーションにより、経済社会の有り様が大きく変化してい

く新たな時代を迎えている。 

こうした中、人口減少・少子高齢化を含む様々な課題を克服し、
デジタルイノベーションを原動力とした「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」

を実現するため、以下の点を要請する。 

（１）新たな価値を創造する力の育成 

子どもたちの誰もがイノベーション創出の素地となるＡＩなど

の先端技術を使いこなすリテラシーを身に付けられるよう、財政措

置の拡充など必要な措置を講ずること。 

（２）ＡＩ等を活用した行政のスマート化の推進 

地方自治体が社会の変化や技術の革新に的確に対応しながら、政

策推進・行財政運営の双方において、ＩＣＴやデータの活用に積極
的に取り組めるよう、財政措置の拡充など必要な支援を講ずること。 

殊に、業務プロセス・情報システムの標準化にあたっては、地方

自治体を含む国全体での長期的な支出抑制等を目指すため、国が主
体性を発揮し、早急に取り組むこと。 

（３）次世代型行政サービスの構築支援 

ア 現在、新たなイノベーションの社会実装に向け、地方自治体
と企業が連携し、社会課題解決や事務効率化のためのＡＩ等の

新技術の導入や実証実験などが進められているが、これらの成

功事例を周知するとともに、自治体の取組を支援する制度の充
実を図ること。 

イ ＡＩやＩｏＴなどにおけるサイバーセキュリティの新たな脅

威に対し、安心安全な次世代型行政サービスが提供できるよう、
セキュリティガイドラインの策定など国が積極的な役割を果た

すとともに、適切な調達のための指針を示すこと。 

 



 

 

 

 

４ 地方公務員の定年延長 

国家公務員の定年延長に関し、人事院が昨年度、定年を段階的

に６５歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意

見の申出を行った。 

 ここで示された定年延長は、６０歳を超える職員の能力及び経

験を本格的に活用するものであり、複雑高度化する行政課題に的

確に対応するとともに、質の高い行政サービスを維持していくた

めに必要な施策として、賛意を表すものである。 

 しかしながら、地方自治体は職員数、年齢構成、組織規模など、

国と大きく異なっており、今般示された定年延長が、そのまま地

方公務員の枠組みに馴染むとは言い難い。 

 したがって、地方公務員の定年延長に関する具体的な制度設計

に当たっては、各自治体の事情を考慮すべきであるため、以下の

点を要請する。 

 

（１）定年延長は、採用計画など調整を必要とする中長期的課題

が多いことから、段階的な引上げ方を含め、スケジュールを

早急に示すこと。 

（２）定年延長の制度設計に当たっては、地方の実情に応じ、役

職定年の年齢（６０歳）、任用換の対象となる職（管理監督職

員）などを、地方の判断で決定できる仕組みを設けること。 

（３）制度設計に当たっては、地方公務員に係る定年延長の検討

の場などにおいて、指定都市の意見を十分に聴く機会を設け

るとともに、その意見を具体的な制度設計に反映すること。 

 

 

 



 

 

 

５ 選挙制度について 

近年、国政及び地方選挙における投票率は低下傾向にあり、そ

の向上を図っていくことは、重要な課題である。 

投票率の向上には、国と地方自治体が協力・連携した主権者教

育の更なる充実に加えて、選挙人が投票しやすい環境の整備が必

要である。 

これまでにも期日前投票制度や共通投票所制度の導入など、

様々な方策が行われてきたが、特に、期日前投票制度については、

投票所の増設などにより制度が普及・定着し、一部の地域では当

日投票者を上回る規模になるなど、今後も利用者の増加が見込ま

れる。 

また、投票時間の延長や期日前投票制度の導入と拡充に伴い、

選挙の適正な管理に必要な投票立会人など投票従事者への負担

も大きくなり、その確保が難しくなる等の課題も生じているため、

以下の点を要請する。 

 

（１）国政選挙と比較して、全国的に地方選挙の投票率が低下傾

向にあることに鑑み、国と地方自治体が連携しながら課題の

整理と対策を検討すること。 

（２） 特に、投票に対する意識の変化を踏まえた投票率向上策や、

選挙権取得前の青少年も対象に含めた選挙への関心向上策を

国と地方自治体が連携しながら検討すること。  

（３）期日前投票の利用者増加に伴い、選挙公報を期日前投票開

始時までにホームページに掲載することに加え、期日前投票

所でその内容を閲覧できるようにすること。 

（４）ＩＣＴの利活用等による更なる投票環境の向上策について

引き続き検討を行うとともに、期日前投票の利用者増加に伴

い、当日投票の原則を含め、当日投票のあり方や投票立会人

など投票従事者の負担軽減等にも考慮した持続可能な選挙制

度について検討すること。 


